
委員会提出議案第３号  

 

亀山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する

条例の制定について  

 

 上記の議案を、亀山市議会会議規則第１３条第２項の規定により、別紙のとお

り提出します。  

 

平成３０年６月２６日提出  

               提 出 者  

                議会運営委員会委員長  櫻 井 清 蔵  

 

 

亀山市議会議長 西 川 憲 行 様  

 

 

 

別 紙  

 亀山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例  

 
 



 
 

亀 山 市 条 例 第    号  

 

亀 山 市 議 会 の 議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 の

特 例 に 関 す る 条 例  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 亀 山 市 議 会 議 員 （ 以 下 「 議 員 」 と い う 。 ） が

亀 山 市 議 会 （ 以 下 「 議 会 」 と い う 。 ） の 会 議 等 を 長 期 間 欠 席 し た

場 合 に お け る 議 員 報 酬 及 び 期 末 手 当 の 支 給 に 関 し 、 亀 山 市 議 会 の

議 員 の 議 員 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市

条 例 第 ３ ７ 号 。 以 下 「 議 員 報 酬 条 例 」 と い う 。 ） の 特 例 を 定 め る

も の と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 「 議 会 の 会 議 等 」 と は 、 次 に 掲 げ る 会 議

等 を い う 。  

（ １ ） 議 会 の 定 例 会 及 び 臨 時 会 の 会 議  

（ ２ ） 亀 山 市 議 会 委 員 会 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 １ ５ １ 号 ）

の 規 定 に よ り 設 置 さ れ た 委 員 会 の 会 議  

（ ３ ） 亀 山 市 議 会 会 議 規 則 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 議 会 規 則 第 １ 号 ） 第

１ ５ ７ 条 に 規 定 す る 協 議 等 の 場  

（ ４ ） 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ０ ０ 条 第 １ ３ 項

の 規 定 に よ る 議 員 の 派 遣  

（ ５ ） 亀 山 市 議 会 会 議 規 則 第 １ ０ ０ 条 の 規 定 に よ る 委 員 の 派 遣  

 （ 議 員 報 酬 の 減 額 ）  

第 ３ 条  議 員 が 議 会 の 会 議 等 を 長 期 間 欠 席 し た 場 合 の 議 員 報 酬 の 額

は 、 議 員 報 酬 条 例 の 規 定 に よ り 支 給 さ れ る べ き 議 員 報 酬 の 額 か ら 、

次 の 表 の 欠 席 期 間 の 区 分 に 応 じ て 、 当 該 議 員 報 酬 の 額 に そ れ ぞ れ

同 表 の 減 額 割 合 （ 以 下 「 減 額 割 合 」 と い う 。 ） を 乗 じ て 得 た 額 を

減 じ た 額 と す る 。  



 
 

欠 席 期 間  減 額 割 合  

９ ０ 日 を 超 え １ ８ ０ 日 以 下 で あ る と き  １ ０ ０ 分 の ２ ０  

１ ８ ０ 日 を 超 え ３ ６ ５ 日 以 下 で あ る と き  １ ０ ０ 分 の ５ ０  

３ ６ ５ 日 を 超 え る と き  １ ０ ０ 分 の １ ０ ０  
２  前 項 の 規 定 は 、 議 員 が 、 議 会 の 会 議 等 を 欠 席 し た 日 か ら 起 算 し

て ９ ０ 日 を 超 え る 日 の 属 す る 月 の 翌 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る

と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 ） か ら 、 議 会 の 会 議 等 に 出 席 し た 日 の

属 す る 月 （ そ の 日 が 月 の 初 日 で あ る と き は 、 そ の 日 の 属 す る 月 の

前 月 ） ま で 適 用 す る 。  

（ 期 末 手 当 の 減 額 ）  

第 ４ 条  ６ 月 １ 日 及 び １ ２ 月 １ 日 （ 以 下 こ れ ら の 日 を 「 基 準 日 」 と

い う 。 ） の 前 日 か ら ６ 月 前 ま で の 間 に お い て 、 前 条 の 規 定 に よ り

議 員 報 酬 が 減 額 支 給 さ れ た 月 が あ る と き の 期 末 手 当 の 額 は 、 議 員

報 酬 条 例 の 規 定 に よ り 支 給 さ れ る べ き 期 末 手 当 の 額 か ら 、 当 該 期

末 手 当 の 額 に 減 額 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 を 減 じ た 額 と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 期 末 手 当 を 減 額 支 給 す る 場 合 で 基 準 日 の 前 日

か ら ６ 月 前 ま で の 間 の 議 員 報 酬 の 減 額 割 合 が 異 な る と き は 、 高 い

方 の 減 額 割 合 を 適 用 す る 。  

（ 適 用 除 外 ）  

第 ５ 条  議 員 が 、 次 に 掲 げ る 事 由 に よ り 議 会 の 会 議 等 を 欠 席 し た 場

合 は 、 当 該 欠 席 期 間 は 、 第 ３ 条 第 １ 項 の 欠 席 期 間 に は 含 ま な い 。  

（ １ ） 亀 山 市 議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関

す る 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ３ ３ 号 ） の 規 定 に よ り 認 定

さ れ た 公 務 上 の 災 害 又 は 通 勤 に よ る 災 害  

（ ２ ） 女 性 の 議 員 の 出 産 （ 労 働 基 準 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ４ ９ 号 ）

第 ６ ５ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 （ た だ し 書 を 除 く 。 ） に 規 定 す る 産

前 産 後 の 期 間 に 限 る 。 ）  

（ ３ ） 感 染 症 の 予 防 及 び 感 染 症 の 患 者 に 対 す る 医 療 に 関 す る 法 律  

（ 平 成 １ ０ 年 法 律 第 １ １ ４ 号 ） 第 １ ８ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 患 者



 
 

又 は 無 症 状 病 原 体 保 有 者 で あ る 場 合  

（４）前各号に掲げるもののほか、議長がやむを得ないと認める事由  

 （ 疑 義 の 決 定 ）  

第 ６ 条  こ の 条 例 の 適 用 に 関 し 、 疑 義 が 生 じ た と き は 、 議 長 が 議 会

運 営 委 員 会 に 諮 っ て 決 定 す る 。  

（ 委 任 ）  

第 ７ 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 議 長 が 別 に

定 め る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 


	01（議運及び議案鑑）委員会提出議案第３号
	02委員会提出議案第３号
	01亀山市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例
	02背景と趣旨


